
法
至
設
定
境
界
線
問
題
に
証
す
る
考
察

（
下
）

一
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
膨
脹
史
上
の
一
問
題
一

前
　
川
　
貞
　
衣
　
郎

結四三二…「：序

目一
四
九
三
年
以
前
の
ポ
〃
㍗
ガ
ル
、
イ
ス
パ
ニ
ア
闇
一
の
紛
畢

法
王
ア
レ
ク
サ
ン
デ
〃
六
世
の
諸
教
書
（
以
上
前
號
）

ト
ル
デ
シ
ラ
ス
売
約
（
以
下
本
號
）

そ
の
後
の
諸
問
題

三

　
前
蓮
の
如
く
法
王
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
宿
世
の
諸
敏
書
に
よ
っ
て

は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
ス
パ
ニ
ア
爾
寝
藁
の
海
外
紛
箏
は
何
等
根

本
的
解
決
を
み
な
か
っ
た
。
解
決
と
い
ふ
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら

の
諸
教
書
は
イ
ス
パ
ニ
ア
側
に
の
み
有
利
な
特
罐
を
與
へ
た
も
の

法
王
設
定
境
界
線
問
題
に
醐
す
る
考
察
（
下
レ

と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
こ
れ
ら
の
諸
教

書
の
決
定
に
大
な
る
不
満
を
抱
き
、
爾
國
間
の
直
接
交
渉
に
よ
っ

て
一
団
の
解
決
を
企
回
し
た
の
は
當
然
で
あ
る
。

　
既
に
早
く
一
四
九
一
二
年
・
三
月
九
日
の
コ
採
ン
ブ
ス
と
ポ
ル
ト
ガ

ル
王
（
ジ
・
ア
ン
ニ
世
）
ど
の
紅
鶴
紫
野
、
薪
獲
見
地
の
所
鵬
問

題
に
關
し
爾
國
闇
に
交
渉
が
行
は
れ
て
を
り
、
特
に
同
年
八
月
以

降
、
爾
國
は
夫
々
壼
檬
使
箇
を
任
命
む
て
、
協
議
を
績
け
た
。

　
廓
ち
コ
賞
ン
ブ
ス
と
の
會
見
で
新
帆
彼
見
地
の
三
山
何
を
主
張
し
た

ポ
ル
争
ガ
ル
王
は
、
直
ち
に
問
題
の
武
力
的
解
決
を
企
て
、
艦
隊

を
該
地
域
に
派
遣
せ
ん
と
欲
し
た
。
こ
の
こ
と
を
知
る
や
、
イ
ス

パ
ニ
ア
王
は
、
使
笛
W
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
嘗
廷
に
派
旧
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

が
全
檬
を
イ
ス
パ
ニ
ア
に
邊
り
よ
こ
す
こ
と
、
船
霊
の
派
遣
は
中

第
二
＋
九
巷
　
策
一
號

八
七

（S7）



法
曽
設
定
境
界
線
問
題
K
閣
徹
す
る
考
察
（
下
∀

止
す
る
こ
と
、
そ
の
代
り
に
、
聞
題
の
獲
見
地
が
ど
の
海
洋
に
あ

る
か
滅
μ
決
出
濫
謙
∂
れ
る
迄
」
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
臣
艮
一
か
該
地
域
の
諸
港
に

赴
く
を
容
認
す
る
こ
と
等
を
通
告
し
た
。

　
他
方
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
も
使
笛
ズ
を
イ
ス
パ
ニ
ア
宮
廷
に
邊
・
り
略
イ

ス
パ
ニ
ア
臣
民
緯
か
ポ
ジ
ヤ
ド
L
ル
岬
一
以
南
よ
り
、
爾
…
國
が
μ
決
定
訊
9

べ
き
領
地
の
限
界
線
に
至
る
ま
で
の
漁
業
を
行
ふ
こ
ど
を
禁
じ
、

且
つ
こ
の
限
界
線
か
カ
ナ
リ
ー
諸
島
を
通
る
緯
線
に
設
け
、
茅
、
Φ

線
以
南
の
航
行
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
に
厨
す
る
こ
と
等
を
主
張
し
て

　
　
　
　
　
①

協
議
せ
し
め
た
。

　
①
∪
零
⑦
ゼ
。
二
…
。
℃
・
。
ぴ
勺
㌔
O
・

　
こ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
主
張
に
も
窺
は
れ
る
如
く
、
寮
長
の
入

費
は
、
大
西
洋
の
南
方
に
大
陸
（
§
β
h
三
麸
）
が
存
在
し
て
み
る

と
儒
じ
、
コ
滋
ン
ブ
ス
の
管
見
し
た
の
も
そ
の
一
部
で
あ
る
と
老

へ
、
南
部
大
西
洋
地
域
の
支
配
領
有
を
爾
素
雪
に
熱
黒
し
て
る
た

の
で
あ
る
。
前
述
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
教
書
、
特
に
境
界

線
を
決
定
し
た
一
四
九
三
年
五
月
四
日
付
H
三
筆
O
器
件
。
養
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
、
　
「
北
極
よ
り
南
極
に
一
線
を
設
定
し
、
そ
の
澱
方
及
び
南
方

に
於
い
て
（
く
。
毎
諺
0
8
置
①
韓
2
昌
9
旨
。
『
察
2
昌
）
云
々
」
と
あ

第
二
十
海
巷
　
第
一
壁

八
八

る
の
も
、
實
に
か
～
る
常
時
の
地
理
的
知
識
に
基
く
が
故
で
あ

①
る
。

　
①
＜
舘
畠
興
ζ
星
①
口
…
。
℃
．
6
詮
．
廿
．
O
．

　
一
四
九
三
年
の
八
月
中
旬
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
全
檬
が
バ
ル
セ
”
ナ

に
來
砂
、
更
に
協
議
が
績
け
ら
れ
た
が
、
問
題
の
護
見
地
の
位
置

が
不
明
の
た
め
、
・
爾
國
間
の
意
見
が
総
立
し
、
容
易
に
一
致
を
み

な
か
っ
た
。
こ
の
間
イ
ス
パ
ニ
ア
國
王
は
、
問
題
解
決
に
更
に
有

利
な
立
場
を
得
ん
と
し
て
、
法
王
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
に
要
請

し
て
與
へ
ら
れ
た
敏
書
が
前
述
の
一
四
九
三
年
九
月
二
十
六
日
付

敏
書
b
鐸
9
ヨ
餓
ρ
巳
⊆
⑦
旨
で
あ
る
。
こ
の
教
書
に
よ
っ
て
極
め

て
有
利
な
濁
占
的
特
権
を
與
へ
ら
れ
た
イ
ス
パ
ニ
ア
王
は
、
問
題

を
一
暴
に
解
決
す
べ
く
、
同
年
十
一
月
、
有
力
な
使
節
を
ポ
ル
ト

ガ
ル
宮
廷
に
派
も
た
が
、
何
等
う
る
所
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
交
渉
は
停
滞
し
た
が
、
　
一
四
九
四
年
三
月
越
再
び
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
奎
檬
が
イ
ス
パ
ニ
ア
に
赴
き
、
直
接
交
渉
を
開
始
し

た
。
こ
の
時
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
は
、
前
年
の
法
王
の
罫
書
（
五
月

四
日
付
摩
＃
窪
O
ρ
9
0
影
）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
境
界
線
が
飴

り
に
東
方
に
あ
る
故
、
之
を
更
に
西
方
、
脚
ち
ヴ
．
［
ル
デ
岬
島
と

（　ts8　）



コ
拡
ン
ブ
ス
に
よ
っ
て
隠
見
さ
れ
た
土
地
と
の
中
間
に
設
定
す
べ

き
で
あ
る
と
い
ふ
一
の
安
協
業
を
提
嵐
し
た
。
恐
ら
く
ポ
ル
ト
ガ

ル
王
は
こ
れ
ら
の
境
界
線
内
に
未
知
の
有
名
な
土
地
（
南
方
大
陸
）

i
ア
ン
テ
ィ
リ
ア
或
は
七
市
の
島
ー
レ
が
あ
り
、
何
ら
か
が
機

見
さ
れ
う
る
と
確
認
し
て
み
た
の
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
主
張
を
イ
ス
パ
ニ
ア
王
も
承
認
し
た
た
め

交
渉
は
進
捗
し
、
　
｝
四
九
四
年
六
月
七
日
、
イ
ス
パ
ニ
ア
の
ト
ル

ヂ
シ
ラ
ス
（
日
。
巳
。
。
。
韓
霧
）
に
於
い
て
爾
國
盃
権
の
間
に
條
約
が
締

結
調
印
ざ
れ
た
。
こ
れ
が
所
謂
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
と
呼
ば
れ
る

　
　
　
　
①

も
の
で
あ
る
。

　
①
　
　
ト
廻
デ
シ
ラ
ス
臨
傑
約
の
原
丈
及
3
央
灘
畔
は
U
9
〈
o
”
も
。
同
∬
U
o
o
毎
昌
鶏
旨

　
　
9
（
ワ
。
。
†
困
。
。
）
及
び
里
葺
巳
μ
置
戸
・
証
謎
9
二
甥
葺
署
一
器

　
　
尉
欝
口
鳥
幹
く
鼠
・
炉
亨
躍
い
∴
い
O
K
あ
る
。
但
し
後
者
は
旧
約
の
主

　
　
要
部
一
分
の
曲
央
羅
ハ
の
み
で
あ
る
。

・
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
の
内
容
は
大
要
左
の
如
く
で
あ
る
。

（
一
）
ヴ
ェ
ル
デ
岬
島
の
西
方
三
七
〇
ル
グ
ア
の
距
離
に
南
北
に
一

　
線
を
設
定
し
、
之
を
境
界
線
と
し
て
そ
の
東
方
に
あ
り
、
又
ポ

　
ル
ト
ガ
ル
に
よ
っ
て
獲
一
見
さ
れ
、
た
あ
ら
ゆ
る
土
地
は
ボ
ル
ト
ガ

、
ル
王
の
支
配
に
蓋
し
、
こ
の
線
の
西
方
に
あ
り
、
イ
ス
パ
ニ
ア

法
王
設
定
境
界
線
問
題
に
諭
す
る
考
察
零
下
）

　
に
よ
っ
て
獲
見
さ
れ
た
土
地
は
」
イ
ス
パ
ニ
ア
の
支
配
に
屡
す

　
る
。
，

（
二
）
今
後
爾
國
共
、
他
國
の
領
域
内
へ
、
大
陸
或
は
島
嘆
獲
見
探

　
索
の
目
的
、
或
は
交
易
、
征
服
の
目
的
の
た
め
に
船
舶
を
派
遣

　
せ
ざ
る
こ
と
。
萬
一
、
一
國
の
船
舶
が
他
國
の
領
域
内
を
航
行

　
し
て
、
本
土
及
び
島
縫
を
獲
零
し
た
場
合
は
、
該
嚢
見
地
は
、

　
相
手
國
の
所
有
に
書
し
、
直
ち
に
相
手
國
に
譲
渡
す
る
こ
と
。

（
三
）
本
條
約
締
結
の
日
よ
り
＋
ケ
月
以
内
に
、
営
倉
は
互
に
↓
隻

　
も
し
く
は
二
隻
の
船
舶
を
派
遣
し
、
そ
れ
に
必
要
と
思
は
れ
る

　
同
激
の
水
先
案
内
者
、
三
星
師
、
水
夫
を
乗
組
ま
す
。
こ
れ
ら

　
の
船
舶
は
ク
ヘ
ラ
ン
ド
・
カ
ナ
リ
ア
ド
（
O
呪
鋤
昌
鳥
0
9
影
飴
同
地
）
島
i

　
カ
ナ
リ
i
群
島
中
の
一
島
1
に
集
ま
り
、
・
互
に
乗
組
員
を
交

　
換
し
、
ヴ
ェ
ル
デ
岬
島
に
至
り
、
其
庭
よ
り
西
方
に
三
七
〇
ヤ

　
グ
ア
を
直
行
す
る
。
そ
の
地
無
で
爾
國
側
の
合
意
の
下
に
、
南

　
北
の
一
線
を
設
定
す
る
。
か
く
し
て
定
め
ら
れ
た
線
は
永
久
的

　
な
も
の
で
、
今
後
如
何
な
る
場
合
と
難
も
そ
れ
を
否
定
、
或
は

　
抹
殺
し
得
ぬ
。
も
し
偶
然
こ
の
線
が
土
地
を
横
切
る
場
合
は
、

　
董
の
地
嵐
に
、
境
界
標
或
億
塔
を
建
て
る
こ
と
。

第
二
十
九
倦
　
銀
一
號

八
九

（S9）



法
王
設
定
境
界
線
問
題
に
凝
す
る
考
察
（
下
）

（
四
）
イ
ス
パ
ニ
ア
般
舶
に
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
域
内
を
航
行
す

　
る
も
の
は
、
目
的
地
に
向
っ
て
直
行
す
る
こ
と
。
本
條
約
締
結

　
後
二
十
日
間
に
、
イ
ス
パ
ニ
ア
の
毒
見
し
た
土
地
。
か
、
ヴ
ェ
ル

　
デ
岬
島
よ
り
西
方
二
五
〇
レ
グ
ア
以
内
に
あ
る
場
合
ポ
ル
ト
ガ

　
ル
に
厩
し
、
他
の
部
分
に
あ
る
場
合
は
イ
ス
パ
ニ
ア
に
属
す

　
る
。

（
五
）
本
書
約
の
．
確
認
を
法
王
に
要
求
す
る
こ
と
。

　
（
本
條
約
は
一
四
九
四
年
七
月
二
日
イ
ス
パ
ニ
ア
王
、
同
年
九

　
月
五
日
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
、
　
一
五
〇
年
六
月

　
一
月
二
＋
四
日
法
王
ユ
リ
ウ
ス
ニ
縫
の
敏
下
国
餌
ρ
碁
。
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
③

　
つ
て
確
認
さ
れ
た
）
。

　
①
こ
の
敏
書
図
2
0
奉
。
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

　
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
の
規
定
は
、
後
述
の
如
く
、
す
べ
て
直
ち

に
戒
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
條
約
に

よ
っ
て
永
年
に
わ
た
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
ス
パ
ニ
ア
爾
國
間
の
海

外
領
土
を
廻
る
紛
雫
が
心
慮
解
決
さ
れ
た
こ
と
は
確
で
あ
る
。
今

後
ポ
ル
ト
ガ
ル
曽
か
蜜
7
ら
東
方
に
、
隔
即
ち
フ
フ
リ
カ
、
印
｛
炭
田
田
圃
へ

…
進
田
し
、
イ
ス
パ
ニ
ア
が
茜
二
万
、
即
ち
ア
メ
リ
カ
・
本
土
の
探
槍
に

第
ご
十
九
巷
　
第
】
號

九
〇

從
心
す
る
に
至
る
の
も
、
こ
の
條
約
締
結
に
基
く
所
が
多
い
。

　
し
か
し
、
前
年
の
法
王
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
諸
敏
書
に
よ

つ
て
、
有
利
な
立
場
を
獲
得
し
た
イ
ス
パ
ユ
ア
王
が
、
何
故
ポ
ル

ト
ガ
ル
側
の
主
張
を
容
認
し
て
、
か
、
る
そ
ス
パ
ニ
ア
乏
し
て
は

妥
協
的
な
條
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
、
で
詳
細
に
考
察
す
る
飴
裕
は
な
い

が
、
一
言
で
云
へ
ば
當
時
の
國
際
欣
勢
よ
り
す
る
イ
ス
パ
ニ
ア
國

王
（
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
）
の
…
封
ポ
ル
ト
ガ
ル
外
交
政
策
の
鶴
一
換
に

零
墨
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
霜
気
の
如
く
從
來
イ
ス
パ
ニ
ア

（
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
）
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
傳
統
的
な
敵
樹
關
係
に
あ
っ

た
。
濁
立
を
維
持
せ
ん
と
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
之
を
併
合
せ
ん
と

欲
す
る
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
と
の
間
に
は
不
断
の
抗
璽
朕
態
が
存
在
し

た
。
然
る
に
一
四
六
九
年
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
の
王
女
イ
サ
ベ
ラ
と
ア

ラ
ゴ
ン
の
王
子
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
と
の
結
婚
川
、
一
四
七
四
年
イ
、

サ
ベ
ラ
の
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
王
位
相
績
、
　
一
四
七
九
年
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ

ン
ド
の
ア
ラ
ゴ
ン
王
位
へ
の
即
位
に
よ
っ
て
、
事
實
上
の
爾
國
合

併
が
實
現
し
、
イ
ス
パ
ニ
ア
王
國
の
成
立
を
み
た
。
而
も
こ
の
爾

「
カ
ト
リ
ッ
ク
王
」
の
賢
明
な
統
治
に
よ
っ
て
イ
ス
パ
ニ
ア
の
國
力

（90）



は
強
化
さ
れ
、
イ
ス
パ
ニ
ア
は
六
国
の
高
、
イ
ベ
リ
ア
的
孤
立
L
よ

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
｝
、
強
國
」
と
し
て
の
地
位
を
う
る
に

至
っ
た
Q

　
か
く
て
後
十
六
世
紀
の
ヨ
ー
橡
ッ
パ
に
於
け
る
一
大
中
心
勢
力

と
し
て
、
優
越
を
誇
る
イ
ス
パ
ニ
ア
の
賢
力
は
賢
に
こ
の
イ
サ
ベ

ラ
及
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
の
治
世
に
於
い
て
養
域
さ
れ
た
の
で
診

る
。
こ
の
不
ス
パ
ニ
ア
の
強
記
化
へ
の
獲
展
は
當
然
そ
の
門
外
政

策
に
も
反
映
す
る
。
即
ち
イ
ス
パ
ニ
ア
外
交
の
主
要
方
向
は
西
方

の
隣
…
國
ポ
ル
ト
ガ
ル
よ
り
、
｛
果
方
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
鞄
諮
國
へ
と
移
動

し
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
等
と
の
關
係
が
重
要
性

を
遷
す
に
至
る
。

　
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
封
ず
る
外
交
政
策
が
敵
鉗
翻
係
よ
り
友
好
關
係

の
維
持
に
轄
換
す
る
の
も
、
一
つ
に
は
、
イ
ス
パ
ニ
ア
が
ヨ
ー
罧

ッ
パ
の
中
心
部
で
の
活
躍
を
行
は
ん
が
た
め
の
背
後
の
早
和
維
持

の
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
他
の
一
つ
の
理
由
と
し
て

は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
イ
ス
パ
ニ
ア
の
強
大
に
よ
つ
て
、
こ
れ
と
抗

蔵
す
る
の
無
漏
な
こ
と
を
箆
つ
た
こ
と
に
込
あ
る
。
）

　
一
照
九
〇
孟
秋
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
子
（
ア
フ
ォ
ン
ソ
）
と
カ
ス
テ

　
　
　
法
玉
談
定
廓
界
線
三
脚
K
欄
す
る
考
墾
下
）

イ
リ
ア
王
女
（
イ
サ
ベ
ラ
）
と
の
結
婚
よ
り
始
ま
る
爾
國
間
の
極
め

て
複
雑
な
婚
姻
關
係
を
考
察
す
る
時
、
　
「
我
々
は
イ
ス
パ
ニ
ア
王

室
の
封
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
策
が
結
婚
に
よ
る
併
合
の
目
的
の
放
棄
と

晶
帯
の
敵
尉
關
係
を
絡
結
せ
し
め
て
友
好
關
係
を
樹
立
せ
ん
と
す

る
所
に
あ
る
こ
と
に
氣
付
く
、
。
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
の
締
結
も
實

に
か
、
る
イ
ス
パ
ニ
ア
の
封
ポ
ル
↑
ガ
ル
政
策
の
表
現
に
他
な
ら

怨
い
。
も
し
も
こ
の
イ
ベ
リ
ア
牛
島
の
爾
締
細
密
間
の
友
妊
關
係

の
不
漸
O
維
持
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、
．
支
持
さ
れ
て
み
な
か
っ
た

ら
、
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
密
約
は
恐
ら
く
｝
片
の
紙
屠
と
な
っ
て
み
た

　
　
①

で
あ
ら
う
。
」

　
①
累
2
『
ぎ
弩
…
ε
．
。
汐
く
。
一
・
目
目
・
ワ
賠
ρ
爾
イ
ス
パ
ニ
ア
の
外

　
　
交
政
納
期
に
つ
い
て
絃
　
冨
O
粋
士
5
鍵
二
〇
や
。
ぞ
ノ
、
O
ゴ
H
H
o
冒
メ
H
〆

　
　
滲
照
◎

　
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
侮
距
約
に
よ
り
境
「
胤
刀
線
を
更
に
轡
茜
［
方
に
移
動
さ
す

こ
と
に
よ
っ
て
紛
事
は
一
二
蓄
鋳
し
た
と
は
云
へ
、
問
題
は
事
實

上
決
し
て
完
全
に
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
、
當
時
の
科
學

的
知
識
の
厭
態
に
於
い
て
は
、
境
界
と
す
べ
き
子
午
線
の
正
確
な

第
二
十
九
轡
　
第
一
號

九
一

（91）



法
王
設
定
縫
界
線
問
題
に
蔑
す
る
考
察
（
下
）
遣

位
置
決
定
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
す
、
禺
獲
基
黙
と
し

て
ヴ
ェ
ル
デ
岬
諸
島
の
中
の
い
つ
れ
を
選
ぶ
か
と
い
ふ
問
題
も
あ

り
、
本
一
一
の
規
定
に
は
術
幾
多
の
論
璽
の
旧
地
が
残
さ
れ
て
み

た
。　

事
實
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
の
重
要
墨
黒
一
「
、
本
條
約
締
結
後

＋
ケ
月
以
内
に
境
界
線
決
定
の
た
め
船
舶
を
派
遣
す
る
こ
と
」

一
は
当
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
漸
…
く
翌
一
四
九
五
年
五
月
七
臼
に

爾
國
幽
間
に
次
の
如
き
協
約
が
威
議
し
た
。
脚
ち
來
る
九
月
に
爾

國
の
委
員
が
境
界
線
を
設
定
す
る
方
法
を
決
定
す
る
た
め
に
、
國

境
附
近
に
集
合
す
る
こ
と
ギ
ど
ち
ら
か
一
國
の
麺
告
に
よ
っ
て
他

國
は
委
員
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
從
っ
て
上
記
の
境
界
線

を
決
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
ま
で
は
船
舶
の
派
遣
を
延
期
す
る
こ
と

双
方
の
國
で
作
成
さ
れ
た
す
べ
て
の
水
路
圏
に
ご
の
境
界
線
の
記

入
を
命
ず
る
こ
と
等
が
協
定
さ
れ
た
。

　
①
こ
の
協
定
の
図
鑑
及
英
諜
は
d
器
・
も
。
・
ご
ご
。
。
§
舞
・
。
・
（
℃
．

　
　
δ
圏
∴
9
）
蛯
註
材
§
（
川
》
。
げ
卑
ぎ
ミ
コ
｝
陣
言
箕
お
H
。
・
ぎ
】
島
く
。
一
．

　
　
H
・
℃
・
目
ω
夙
↓
ω
い
・
参
照
。

　
　
境
界
線
が
表
示
、
・
丑
、
み
る
墾
叢
麟
の
最
古
の
も
の
は
蓋
○
二

　
　
年
の
O
斜
舞
智
。
地
…
圃
と
い
は
れ
て
み
る
。
そ
の
他
十
六
伽
世
紀
初
の

　
　
　
第
二
十
九
巷
　
第
一
盤
　
　
　
　
轟
二

地
鐵
に
は
こ
の
境
界
線
が
基
本
子
午
線
と
な
っ
て
み
る
馬
の
が
あ
．

る
。
こ
れ
ら
の
古
地
圏
に
麓
い
て
は
国
・
い
．
ω
片
の
く
①
ロ
駈
q
o
σ
…
窯
潤
冨

一一

齠
�
濠
ﾑ
p
口
指
目
p
二
鴇
d
一
。
。
8
ぎ
蔓
鎧
自
国
砦
H
o
冨
顛
。
ロ
一
目
》
ヨ
。
凱
。
2

H
い
8
－
目
い
ω
o
参
照
。

　
然
し
こ
の
協
約
の
諸
規
定
も
す
べ
て
雪
行
さ
れ
な
か
っ
た
や
う

で
あ
る
。
か
く
て
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
前
約
に
よ
っ
て
コ
ロ
ン
ブ
ス
の

護
見
に
よ
っ
て
範
囲
起
さ
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
ス
パ
ニ
ア
爾
國
間

の
紛
欝
に
は
一
悪
の
落
着
を
み
た
と
は
云
へ
、
海
外
問
題
を
廻
る

爾
國
間
の
抗
争
は
野
馳
上
何
等
根
本
的
な
解
決
を
輿
へ
ら
れ
な
か

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
、

　
今
後
長
亀
の
海
外
蓬
患
が
嚢
展
す
る
に
つ
れ
、
叉
＋
六
世
紀
末

よ
り
爾
國
以
外
の
諸
國
、
例
へ
ば
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ

リ
ス
等
の
海
外
隈
隈
が
行
は
れ
る
に
至
っ
て
、
こ
の
境
界
線
を
中

　
　
　
　
ど

心
と
し
て
多
く
の
論
争
が
嚢
生
し
、
諸
種
の
問
題
が
惹
起
さ
れ
た

こ
の
顯
よ
り
云
へ
ば
、
こ
の
境
界
線
の
設
定
は
問
題
を
解
決
し
た

と
い
ふ
よ
り
、
む
し
ろ
諸
問
題
を
提
超
し
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で

あ
ら
う
。
以
下
こ
の
境
界
線
設
定
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
諸
問
題

に
つ
い
て
、
善
心
な
解
設
を
試
み
た
い
。

（92）



四

　
所
謂
境
界
線
の
設
定
に
よ
っ
て
惹
離
さ
れ
允
悪
露
題
の
中
、
注

外
す
べ
き
も
の
と
し
て
先
づ
ブ
ラ
ジ
ル
領
有
の
聞
題
が
鋤
け
ら
れ

る
。

　
南
米
東
海
岸
（
赤
道
以
南
）
の
細
筆
は
最
初
イ
ス
パ
ニ
ア
入
に
よ

っ
て
行
は
れ
た
。
即
ち
一
四
九
九
年
十
一
月
ピ
ン
ソ
ン
（
≦
膏
。
葺

緒
魯
窟
団
診
N
O
瓢
）
が
本
國
を
領
し
、
ヴ
ェ
ル
デ
岬
島
よ
り
南
西
に
3

向
ひ
、
｝
五
〇
〇
年
…
月
に
南
米
東
燦
に
到
薦
し
、
そ
れ
よ
り
北

西
に
五
つ
た
。
更
に
ピ
ン
ソ
ン
の
出
際
よ
り
緻
週
間
後
、
デ
ィ
ェ

．
ゴ
・
デ
・
レ
ペ
ス
（
U
凶
。
σ
q
O
号
U
。
需
N
）
が
同
じ
く
イ
ス
’
パ
ニ
ア

本
四
を
回
し
、
南
米
東
端
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
岬
i
南
緯
八
度

1
に
細
断
し
た
。
居

　
然
る
に
、
こ
れ
ら
の
イ
ス
パ
ニ
ア
人
に
よ
る
磯
見
と
殆
ん
ど
時

を
同
じ
う
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
も
亦
南
米
東
岸
の
嚢

．
見
が
行
は
れ
た
。
帥
ち
一
四
九
八
年
の
ヴ
ァ
ス
コ
・
グ
・
ガ
マ

（
＜
塁
8
斜
p
O
ヨ
碁
）
が
印
度
洋
航
路
の
三
見
に
威
忘
す
み
や
、

次
い
で
一
五
〇
〇
年
初
カ
ブ
テ
ル
（
男
O
α
『
O
　
㌧
r
】
く
卸
肖
①
N
　
（
冒
三
一
）
一
，
9
一
）
の

法
王
設
定
魏
界
線
問
題
に
興
す
る
考
察
ハ
下
）

般
険
が
印
度
に
向
け
て
リ
ス
ボ
ン
を
出
航
し
た
。
こ
の
時
カ
ブ
ラ

ル
は
恐
ら
く
ヴ
ァ
ス
コ
・
グ
・
ガ
マ
の
渤
告
に
基
い
て
で
あ
ら

う
、
ギ
ネ
ア
湾
の
無
風
を
遜
け
る
た
め
に
ヴ
ェ
ル
ヂ
藤
島
よ
り
餌

航
し
、
四
月
二
十
一
日
に
爾
米
東
岸
i
現
在
の
ブ
ラ
ジ
ル
滑
岸

ボ
ル
ト
・
セ
グ
ロ
（
男
。
詳
o
O
Q
。
讐
3
）
附
近
一
に
到
減
し
た
。
こ

の
地
黙
は
数
遍
前
に
上
記
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
レ
ペ
ス
が
到
着
し
た

地
鮎
よ
り
約
五
百
哩
南
方
に
翻
り
、
南
緯
十
八
度
附
近
で
あ
る
。

．
刀
ブ
ラ
ル
は
此
薩
を
サ
ン
タ
・
ク
ル
ス
（
ω
鋤
纂
9
0
毎
N
Y
と
命
皿
名

　
①

し
た
。

　
①
ビ
。
二
匹
2
・
も
。
℃
き
誘
ぎ
〉
影
。
門
蒼
．
Ψ
M
や
一
般
に
は
、
こ
れ
は

　
　
カ
プ
ラ
ル
が
山
風
の
た
め
に
吹
【
轟
賦
碗
さ
れ
た
ボ
κ
め
と
鯉
…
し
て
み
る
か
、

　
　
そ
れ
が
誤
で
あ
る
こ
と
は
バ
ー
ン
に
よ
っ
て
明
に
融
嘱
、
滴
…
さ
れ
て
ゐ

　
　
る
。

　
こ
の
カ
ブ
ラ
ル
の
ブ
ラ
ジ
ル
到
藩
膚
羅
は
當
時
大
し
た
重
要
性

を
も
つ
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
て
る
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
即
度
航
路

へ
の
便
宜
な
地
勲
位
に
し
か
そ
の
意
義
は
認
め
ら
れ
て
み
な
い
。

恐
ら
く
當
時
條
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
境
界
線
が
、
上
記
の
ピ

ン
ソ
ン
や
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
レ
ペ
ス
の
上
忌
地
勲
よ
り
遙
か
に
西

方
を
通
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
み
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
ρ

第
’
二
十
九
巷
　
第
一
輩

盛
嵩

（　9．0・．　）



法
斑
設
定
境
界
線
悶
題
K
圏
す
る
考
察
（
下
）

　
然
し
、
そ
の
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
隊
が
こ
の
地
方
に
赴
き
、
漸

次
に
こ
の
地
域
の
地
理
的
知
識
が
明
確
に
な
る
に
つ
れ
、
こ
の
境

界
線
、
及
び
カ
ブ
ラ
ル
の
稜
見
の
重
要
性
が
増
大
し
て
來
た
。
確

か
に
カ
ブ
ラ
ル
の
ブ
ラ
ジ
ル
嚢
見
は
全
く
偶
然
的
な
、
一
然
し

非
沓
巾
に
叢
然
的
な
一
事
件
で
は
あ
っ
た
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
が

ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
の
規
定
に
從
っ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
領
有
を
王
張

す
み
決
定
的
且
つ
疑
ふ
瞭
異
な
き
根
糠
を
輿
へ
た
も
の
で
あ
っ

た
。　

ポ
ル
ト
ガ
ル
王
が
法
王
ユ
リ
ウ
ス
（
竃
冨
）
二
世
と
の
親
善
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
む

係
を
利
用
し
て
、
早
く
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
の
確
認
を
求
め
、
一

五
〇
六
舷
や
一
月
二
十
四
、
円
㌫
付
浦
教
洪
糾
国
9
ハ
冒
9
0
に
よ
っ
て
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

得
た
の
も
、
費
に
か
、
る
理
由
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
い
つ
れ
に

し
ろ
、
後
ブ
ラ
ジ
ル
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
領
有
に
蹄
し
、
本
國
に
封

し
て
極
め
て
重
要
な
植
民
地
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
ト
ル
デ
シ
ラ

ス
條
約
の
規
定
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

　
①
こ
の
教
書
の
原
表
薄
野
課
は
d
禦
。
ロ
勺
。
箕
鴇
d
。
2
診
。
簿
目
同
・
で
．

　
　
囲
O
圃
1
＝
目
！

鎮
二
十
九
巷
　
第
…
號

九
匹

　
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
に
塗
す
る
第
二
の
夏
に
重
要
な
問
題
は
モ

ル
ッ
カ
（
該
。
ぼ
。
＄
）
群
島
（
所
謂
香
料
諸
島
）
の
領
有
を
続
る
イ
ス

パ
ニ
ア
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
爾
國
聞
の
抗
齢
で
あ
る
。
云
ふ
迄
も
な
く

法
王
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
教
書
に
し
ろ
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約

に
し
ろ
、
そ
こ
に
取
上
け
ら
れ
て
る
る
境
界
線
は
い
つ
れ
も
大
西

洋
上
の
聞
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
封
駄
線
、
即
ち
太
導
洋
（
大
東
亜

海
）
海
域
に
坐
し
て
は
何
等
言
及
し
て
み
な
い
。
大
西
洋
上
の
境

界
線
の
確
定
が
困
難
な
営
時
の
地
理
墨
的
智
識
水
回
に
於
い
て
、

太
年
洋
上
の
境
界
線
を
設
定
す
る
こ
と
は
事
實
上
不
可
能
で
も
あ

り
、
叉
一
四
九
三
一
九
四
年
現
在
で
は
そ
の
必
要
も
痛
感
さ
れ
て

る
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
然
る
に
そ
の
後
イ
ス
パ
ニ
ア
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
爾
國
の
海
外
獲
展

就
中
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
印
度
よ
り
東
印
度
諸
島
へ
の
進
幽
が
獲
展

し
、
東
洋
貿
易
の
大
宗
た
る
香
料
の
主
要
産
地
、
モ
ル
ッ
カ
諸
島

の
領
宿
問
題
が
超
る
や
、
こ
・
に
太
雫
洋
上
の
境
界
線
の
設
定
、
そ

の
碁
準
と
し
て
の
大
西
洋
上
の
境
界
線
の
確
定
の
必
要
が
痛
感
さ

れ
、
境
界
線
問
題
を
続
っ
て
爾
國
間
の
紛
宰
が
再
三
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
敢
へ
て
極
言
す
れ
ば
、
境
界
線
設
定
問
題
が
眞
に

（　9・t一　）



重
要
性
を
有
す
る
に
至
る
の
は
、
大
西
洋
上
の
問
題
に
關
し
て
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

は
な
く
、
む
し
ろ
太
早
洋
上
の
問
題
に
關
し
て
で
あ
ら
う
。

註
　
モ
γ
ヅ
カ
諸
島
の
領
有
を
隠
る
イ
ス
パ
ニ
ア
。
ポ
〃
｝
ガ
〃
雨
國
の

　
闇
の
抗
争
の
詳
細
に
つ
い
て
は
他
の
機
序
に
榔
俊
表
す
る
豫
定
で
あ
る
。

　
從
っ
て
こ
義
で
は
そ
の
概
酪
｝
に
止
め
た
い
。

　
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
締
紬
の
翌
年
即
一
四
九
五
年
に
ポ
ル
ト
ガ

ル
王
ジ
ョ
ア
ン
ニ
世
が
死
し
、
甥
の
マ
ノ
エ
ル
（
鎧
§
0
9
が
即
位

す
る
や
そ
の
海
外
手
播
は
更
に
積
極
的
と
な
り
、
途
に
一
、
四
九
八

年
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
が
印
度
洋
航
路
の
獲
見
に
舷
略
し
、
永

年
の
腎
虚
が
賢
現
し
た
。
再
來
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
印
度
洋
海
上
梅
の

制
把
、
東
洋
貿
易
の
凋
占
を
目
指
し
、
蓮
年
武
装
商
船
隊
を
派

し
、
．
或
は
ア
ラ
ビ
ア
人
を
撃
破
し
、
或
は
印
度
｝
繭
海
岸
（
マ
ラ
バ

ー
ル
海
霧
）
に
貿
易
豊
艶
を
設
立
し
、
漕
々
ポ
ル
㍗
ガ
ル
「
印
度

帝
國
」
（
図
。
ウ
砂
9
鳥
O
島
ρ
H
ご
山
圃
簿
）
の
基
礎
を
築
い
た
。
殊
に
ア
ル
メ
イ

グ
（
》
ご
つ
①
坤
畠
9
）
及
び
ア
ル
囁
ビ
ュ
ケ
ル
ク
（
≧
登
呂
器
お
器
）
等
の

指
導
下
に
ゴ
ア
（
O
o
ρ
）
を
衣
擦
地
と
し
、
東
方
の
要
衝
マ
ラ
ッ
カ
．

（
鑑
巴
8
＄
）
を
攻
略
し
（
」
五
一
一
年
）
、
東
印
度
藷
島
、
亥
那
、

同
本
爆
風
の
前
進
基
地
と
し
た
Q

法
王
設
定
境
界
憩
問
題
に
蘭
す
る
考
察
下

　
マ
ラ
ッ
カ
攻
略
後
直
ち
に
東
洋
貿
易
の
中
心
、
香
料
の
主
産
地

た
る
モ
ル
ッ
カ
語
…
島
に
鶉
損
目
し
、
　
一
五
一
一
年
來
、
．
或
．
は
一
五
一

二
年
初
早
く
も
ア
ン
ボ
イ
ナ
（
艶
ヨ
σ
o
首
9
）
を
占
評
し
て
商
館
を
置

き
、
次
い
で
テ
ル
ナ
ー
テ
（
6
①
導
舞
。
）
そ
の
他
に
も
渡
來
し
て
、

香
料
貿
易
の
完
壼
な
る
猫
占
を
企
て
た
。

　
當
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
と
っ
て
は
マ
ラ
ッ
カ
或
は
モ
ル
ッ
カ

諸
島
が
果
し
て
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
自
已

の
領
域
内
に
あ
る
か
否
か
が
、
疑
問
で
あ
り
、
且
つ
一
般
に
は
モ

ル
ッ
ヵ
諸
、
・
島
は
イ
ス
パ
ニ
ア
の
領
域
内
に
あ
る
と
云
ふ
噂
が
流
布

し
て
お
り
、
イ
ス
パ
ニ
ア
王
が
こ
れ
ら
の
地
域
を
占
領
す
み
た
め

に
遽
征
隊
を
途
る
と
云
ふ
計
叢
が
存
し
て
み
た
』
め
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
と
し
て
は
モ
ル
ッ
カ
諸
島
地
域
の
確
保
、
丈
書
に
よ
る
公
認
が

特
に
必
要
で
あ
っ
た
。
か
・
る
必
要
か
ら
生
れ
た
も
の
が
一
五
一

四
年
十
一
月
三
日
付
の
法
王
レ
オ
（
ピ
8
）
十
世
の
国
書
津
8
8
7

　
　
　
　
　
　
　
　
、
①

。・

嵓
ｩ
。
く
。
け
凶
8
置
で
あ
る
。

　
こ
の
教
書
に
於
い
て
法
王
レ
オ
十
世
は
、
以
前
の
諸
法
王
が
ポ

ル
ト
ガ
ル
王
に
附
設
し
た
諸
特
橿
を
再
確
認
し
た
の
み
で
な
く
、

「
ポ
ジ
ャ
ド
ー
ル
岬
及
ナ
ン
岬
よ
り
印
度
に
到
る
如
何
な
る
場
所
、

第
二
十
九
巷
　
第
一
號

九
五

（95）



法
王
設
定
境
界
線
問
題
に
揺
す
る
考
察
（
下
）

い
か
な
る
地
域
一
そ
れ
が
現
在
我
々
に
偶
々
知
ら
れ
て
偽
な
い
様

な
も
の
で
も
i
」
（
殺
害
ρ
9
℃
三
9
ω
号
じ
d
O
覧
鳥
。
目
簿
9

累
粋
9
μ
器
ρ
環
。
簿
α
3
鳥
。
。
・
ρ
鐸
9
ヨ
。
甑
曽
ヨ
巴
）
8
毎
5
β
o
簿
『

ρ
色
∪
房
．
毎
づ
ρ
器
冨
『
募
玄
μ
3
0
就
⇔
日
コ
。
馨
募
8
彰
℃
o
同
圃
σ
島
8
脱
－

。・

X
p
お
5
0
駐
》
）
一
に
於
け
る
土
地
及
び
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
よ
り
獲

得
さ
勉
た
る
財
産
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
に
許
逸
し
た
。

　
即
ち
こ
の
教
書
に
よ
っ
て
法
王
は
先
に
設
定
さ
れ
た
境
界
線
を

印
度
に
至
る
場
合
に
と
ら
る
べ
き
航
路
に
塾
し
て
爾
富
盛
三
間
に

決
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
之
を
爾
牟
球
の
み
に
限
定
せ
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
こ
と
は
明
で
あ
り
、
他
三
斜
に
馴
し
て
は
之
を
無
観
し
た
。

何
故
な
ら
こ
の
叢
書
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
封
し
、
東
方
航
路
に
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

つ
て
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
よ
り
土
地
を
獲
得
す
る
場
合
、
た
と
ひ

．
そ
れ
が
地
球
と
牛
齢
し
て
更
に
東
方
に
存
す
る
も
の
で
も
許
容
し

て
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
①
こ
の
教
警
の
原
丈
及
英
隷
丈
は
げ
塁
。
愚
。
露
…
d
。
。
§
δ
鐸
け
鐸

　
　
℃
．
目
㌣
員
メ
及
び
望
9
マ
昌
傷
園
。
げ
①
器
。
ヨ
憎
ぽ
ξ
営
器
H
・
・
げ
民
m
・

　
　
＜
o
r
H
・
℃
．
困
い
ひ
山
ω
Q
G
ハ
阻
し
之
は
曲
央
課
の
み
）
に
版
め
ら
れ
て
る
・

　
　
　
る
。

　
　
②
　
d
〈
o
ξ
◎
噌
2
0
｝
）
．
島
ρ
ワ
目
震
・

第
二
十
九
巻
　
第
一
號

九
六

　
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
か
く
印
度
洋
航
路
を
下
見
し
、
且
つ
モ
ル
ッ
カ

諸
島
を
事
實
的
に
も
形
式
的
に
も
支
配
し
、
そ
の
東
洋
貿
易
に
よ

っ
て
営
利
を
牧
め
つ
、
あ
る
の
を
み
て
、
イ
ス
パ
ニ
ア
は
、
た
と

ひ
コ
ロ
ン
ブ
ス
及
そ
れ
以
後
の
諸
毒
見
に
よ
っ
て
西
印
度
諸
島
、

を
領
有
し
て
み
た
と
は
去
へ
、
そ
こ
か
ら
未
だ
何
等
の
亜
大
な
利

釜
を
あ
け
え
な
か
っ
た
當
時
、
こ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
重
落
を
羨
望

し
、
自
ら
も
直
接
、
即
ち
ポ
ル
キ
ガ
ル
の
領
域
を
通
ら
す
し
て
印

度
乃
歪
は
モ
ル
ッ
カ
諸
島
に
到
達
せ
ん
と
す
る
希
望
を
實
現
せ
ん

と
努
力
し
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
コ
以
ン
ブ
ス
の
最
後
（
第
四
回
）

の
探
検
航
海
を
初
め
と
し
、
幽
五
〇
八
年
よ
り
の
澹
岸
及
地
峡
を

求
め
て
の
イ
ス
パ
ニ
ア
の
ア
メ
リ
カ
探
検
は
、
こ
の
嚢
網
か
ら
出

嚢
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
途
に
一
五
一
九
年
の
フ

ェ
ル
ナ
ン
ド
・
マ
ガ
ラ
ー
ネ
ス
（
国
。
旨
9
づ
鳥
。
寓
9
σ
q
p
目
9
づ
。
匂
陰
）
…
1
i
マ

ジ
ェ
ラ
ン
（
寓
お
亀
碧
）
1
に
よ
っ
て
賢
現
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
マ
ジ
ェ
ラ
ン
の
探
槍
航
海
の
国
的
が
西
方
航
路
に
よ
る
モ
ル
ッ

カ
諸
島
へ
の
三
一
、
脚
ち
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
地
挾
を
通
過
し
、
そ

の
西
に
あ
る
大
洋
一
南
海
（
ジ
自
鈴
同
　
創
㊦
圃
　
ω
餌
『
）
を
横
回
し
、
モ
ル
ッ

カ
諸
島
に
至
る
航
路
、
一
直
も
之
は
南
阿
割
箸
の
も
の
よ
り
短
距

（96）



離
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
弛
一
の
嚢
見
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
で
あ

る
・
三
栄
彼
が
イ
ス
パ
ニ
ア
王
カ
ル
・
・
ス
可
憐
よ
り
こ
の
航
海
の

許
可
を
う
る
や
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
、

彼
の
航
海
準
備
を
妨
害
し
て
み
る
黙
よ
り
み
て
も
、
こ
の
こ
と
は

　
　
　
①

明
で
あ
る
。

　
①
マ
ジ
ェ
ラ
ン
の
生
涯
及
び
鞍
の
上
海
準
備
、
ポ
ッ
ト
ガ
〃
側
の
妨

　
　
窺
等
に
つ
い
て
は
、
9
霧
ヨ
銭
・
漆
。
亀
弓
。
・
量
・
三
ソ
惹
。
－

　
　
罪
弩
（
回
。
っ
O
Q
）
滲
照
◎

　
一
五
一
九
年
九
月
十
日
イ
ス
パ
F
ア
を
轟
嚢
し
た
マ
ジ
ェ
ラ
ン

は
途
中
幾
多
の
困
難
に
蓬
遇
し
つ
、
、
途
に
南
米
の
南
端
を
蓮
回

し
（
一
五
二
〇
年
十
一
月
）
、
太
準
洋
を
横
回
し
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に

到
着
し
た
（
一
五
二
一
年
三
月
）
」
マ
ジ
マ
ー
ラ
ン
賂
身
は
こ
の
フ
ィ
リ

ッ
ピ
ン
の
一
撃
で
曳
航
屍
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
が
（
一
門
二
年

四
月
二
十
六
日
）
、
　
淺
ひ
獣
の
船
隊
は
同
年
十
一
月
八
日
モ
ル
ッ
カ

群
島
の
テ
ィ
ド
ー
ル
（
哺
箆
○
並
に
鋼
着
し
、
所
期
の
賦
的
は
蜜
現

さ
れ
た
。
そ
の
後
船
隊
の
一
隻
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
（
＜
ζ
o
碁
）
號
は

印
度
洋
、
南
阿
南
端
を
経
て
イ
ス
パ
ニ
ア
に
麟
國
し
た
（
一
五
警

吏
年
九
月
八
田
）
．
、
之
が
所
調
マ
ジ
．
ニ
フ
ン
の
最
初
の
世
界
周
航
で

地
引
設
箆
境
界
線
藤
西
K
鞠
す
る
考
療
（
下
）

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帝

あ
る
。

　
①
マ
ジ
ェ
ラ
ン
の
慢
言
周
航
の
記
鯨
と
し
て
は
、
彼
の
磯
除
K
梁

　
　
組
み
、
ヴ
ィ
ク
挙
り
ア
號
で
麟
國
し
た
イ
タ
リ
ア
人
ピ
ガ
フ
ェ
ッ
タ

　
　
（
辱
圃
婆
亀
O
犀
P
）
の
一
見
閣
四
型
｝
が
あ
る
。
そ
の
原
丈
及
曲
央
羅
は
団
㌶
ぜ
鑓
ム

　
　
男
○
げ
鷺
訴
§
…
手
旗
｝
号
｝
）
一
【
回
o
H
巴
§
（
塗
属
〇
一
・
無
爵
区
H
目
H
i
図
〆
〆
一
く
・

　
　
に
牧
め
ら
れ
て
溢
る
。

　
マ
ジ
ェ
ラ
ン
の
世
界
周
航
は
種
々
の
影
響
を
イ
ス
パ
ニ
ア
及
び

ヨ
ー
質
ッ
パ
に
輿
へ
た
が
、
前
蓮
の
如
く
こ
の
航
海
の
目
的
が
モ

ル
ッ
カ
鮮
島
へ
の
西
方
航
路
の
二
見
で
あ
り
、
而
も
｝
、
の
可
能
性

が
費
現
し
た
以
上
、
從
來
有
利
な
東
洋
貿
易
を
二
二
し
て
み
た
ポ

ル
ト
ガ
ル
と
イ
ス
パ
ニ
ア
と
の
闇
に
再
び
紛
寧
が
叢
生
し
た
の
は

當
然
で
あ
ら
う
。

　
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
號
の
麟
…
國
後
間
∵
も
な
く
爾
闘
一
実
困
に
モ
ル
ッ
カ
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

島
に
開
す
る
交
渉
が
開
か
れ
た
。
こ
の
交
渉
は
大
二
次
の
三
轍
を

中
心
に
行
は
れ
江
。
脚
ち
（
一
）
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
に
よ
る
境
界

線
の
確
定
、
（
二
）
モ
ル
ッ
カ
祥
月
の
蕗
有
に
つ
い
て
、
（
三
）
同
群

島
の
所
有
に
つ
い
て
。
こ
の
交
渉
に
於
け
る
爾
考
の
主
張
に
つ
い

て
こ
N
で
詳
蓮
す
る
絵
白
は
な
い
が
、
結
局
一
五
二
四
年
二
月
十

九
田
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ァ
（
＜
ぎ
忌
）
堅
約
の
締
結
を
み
る
に
穿
つ
た
。

第
二
十
九
巻
　
第
醐
號

九
七
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法
王
設
完
境
界
線
問
題
に
湿
す
る
考
察
（
下
）

　
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
岳
見
の
内
容
は
大
要
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
一
）

境
界
線
決
定
の
た
め
爾
國
よ
り
夫
々
同
数
の
熱
燗
師
、
水
先
案
内
、

船
員
が
爾
國
々
境
に
三
月
末
迄
に
集
ま
る
こ
と
、
（
二
）
同
時
に
同

所
へ
双
方
よ
り
学
名
の
法
律
家
が
集
ま
り
、
モ
ル
ッ
カ
鮮
島
の
占

有
に
饗
し
丈
獄
的
調
査
を
行
ふ
こ
と
、
（
三
）
本
間
題
の
決
定
は
可

及
的
速
に
五
月
末
迄
に
行
ふ
こ
と
、
（
四
）
本
問
題
か
決
定
さ
れ
ざ

る
間
（
五
月
末
迄
）
は
絶
壁
と
も
該
島
へ
商
船
隊
を
派
遣
せ
ざ
る
こ

②
と
。

　
①
こ
の
交
渉
に
つ
い
て
は
国
9
三
夕
二
三
。
び
。
騒
8
…
男
げ
ヨ
署
汐
。

　
　
H
。
。
㌶
詳
島
■
＜
〇
一
．
H
．
同
）
．
目
念
∴
い
Q
。
滲
照
。

　
②
・
ゲ
ィ
ッ
ト
リ
ア
條
約
の
原
文
及
び
英
課
は
］
）
難
曾
唱
。
嵩
○
℃
・
。
ぎ

　
　
］
）
0
2
彫
。
漠
ぶ
℃
・
H
目
G
。
－
円
ω
o
及
び
ゅ
㌶
マ
ρ
＆
男
○
げ
2
霧
。
ε
£
）
・

　
　
O
団
幹
く
O
『
H
．
℃
・
唱
い
O
I
目
ひ
“
（
但
し
英
課
の
み
）
に
望
め
ら
れ
て
る
る
○

　
こ
の
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
條
約
の
決
定
に
基
き
同
年
四
月
十
一
日
よ

り
爾
國
委
員
が
一
心
バ
グ
ホ
ス
（
ゆ
註
a
o
N
）
で
協
議
を
開
始
し
た
。

こ
の
會
議
ー
バ
グ
ホ
ス
脅
議
（
冒
“
3
0
門
二
巴
a
o
N
）
は
五
月
末
ま

で
行
は
れ
た
が
、
結
局
何
等
の
決
定
を
う
る
こ
と
も
禺
來
な
か
っ

た
。
何
故
な
ら
爾
國
の
要
求
が
断
り
に
も
網
異
し
且
つ
張
硬
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
が
境
界
線
を
ヴ
ェ
ル

第
二
十
九
巻
　
第
一
號

九
八

デ
岬
諸
島
の
東
部
よ
り
測
定
す
べ
き
を
主
張
し
た
、
に
反
し
、
イ
ス

パ
ニ
ア
側
は
同
諸
島
の
西
端
よ
り
三
七
〇
レ
グ
ア
の
地
黙
に
設
定

す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。
且
つ
イ
ス
パ
ニ
ア
は
あ
く
ま
で
モ
ル

ッ
カ
群
島
が
自
己
の
領
域
内
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
譲
ら
す
、

且
つ
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
し
て
も
、
そ
の
測
定
地
黙
を
飴
り
に
東
方
に

移
動
す
る
時
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
一
部
を
炎
ふ
恐
．
が
あ
っ
た
。
之
に
稲
…

ふ
る
に
、
當
時
の
學
問
的
水
準
に
於
い
て
は
赤
道
の
長
さ
を
確
定

す
る
基
本
的
聞
題
が
解
決
さ
れ
す
、
　
從
っ
て
境
界
線
及
び
モ
ル
ッ

ヵ
群
島
の
経
度
を
決
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
か
く
て
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
の
會
議
も
何
等
の
解
決
を
み
す
し
て
解
散
す
る
に
至
っ
た
。

　
①
　
こ
の
ボ
ダ
ボ
ス
會
議
に
於
け
る
二
二
、
特
に
イ
ス
パ
ニ
ア
側
の
主

　
　
張
に
つ
い
て
は
、
ビ
貯
鐸
9
昌
負
涛
O
ぴ
費
緩
9
ご
O
℃
璽
自
r
ぐ
O
「
ド
勺
．

　
　
目
8
1
器
固
滲
照
。

　
そ
の
後
も
爾
詰
問
に
外
交
交
渉
は
行
は
れ
た
如
く
で
あ
る
が
、

イ
ス
パ
ニ
ア
王
カ
ル
軍
ス
一
世
は
實
力
的
解
決
を
企
些
し
、
屡
々

武
装
商
船
除
を
本
國
及
び
メ
キ
シ
コ
よ
り
派
配
し
た
。
し
か
し
こ

れ
ら
の
企
國
は
い
つ
れ
も
失
敗
し
、
且
つ
本
巣
に
於
け
る
財
政
的

必
距
や
よ
り
カ
ル
ロ
ス
は
…
逐
に
モ
ル
ッ
ヵ
一
群
島
に
個
劉
ふ
3
る
冊
ズ
求
樺
Ψ
を

（9S）



放
棄
し
、
之
と
費
却
或
は
抵
嘗
化
せ
ん
ど
考
へ
る
に
至
っ
た
。

　
而
も
當
時
に
於
、
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
國
際
歌
勢
の
悪
化
は
ヵ
ル
質

ス
を
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
後
援
の
必
要
を
痛
感
せ
し
め
、
途
に
モ

ル
ッ
カ
平
信
の
放
棄
を
決
意
し
、
途
に
爾
國
ゑ
擢
は
一
五
二
九
年

四
月
十
七
日
サ
ラ
ゴ
ヅ
サ
（
o
Q
錠
謎
。
湊
⇔
）
に
於
い
て
モ
ル
ッ
カ
群
島

に
關
す
る
一
條
約
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
。

　
サ
ラ
ゴ
ッ
サ
條
約
の
主
要
規
定
は
、
（
一
）
イ
ス
パ
ニ
ア
王
は
ポ

ル
ト
ガ
ル
王
に
謝
し
、
モ
ル
・
力
群
島
に
封
ず
る
口
利
を
三
＋
五

萬
デ
ュ
カ
ヅ
ト
（
曾
。
簿
）
で
抵
當
に
入
れ
る
。
し
か
し
て
こ
の
金
額

を
返
濟
す
れ
ば
そ
の
灌
利
は
復
す
る
。
（
二
）
モ
ル
ッ
カ
群
島
の
東

方
十
九
度
目
或
は
二
九
七
・
五
ン
グ
ア
に
境
界
線
を
設
定
し
、
そ

の
東
は
イ
ス
パ
ニ
ア
、
そ
の
曜
四
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
鰭
胃
薦
す
る
こ
と

　
　
　
①

等
で
あ
る
．
。

　
①
一
五
二
九
年
四
月
十
七
日
調
印
の
サ
ラ
ゴ
ソ
サ
條
約
は
繭
國
に
よ

　
　
つ
て
批
准
さ
れ
ず
、
五
日
後
の
四
月
二
十
二
目
に
、
同
内
容
の
僚
約

　
　
が
同
断
で
締
結
さ
れ
、
こ
れ
が
爾
國
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
。
，
こ
の

　
　
爾
條
約
の
原
文
及
び
英
課
は
、
　
d
聖
、
o
圏
も
o
N
ご
O
㍗
。
鉾
d
o
2
碁
。
艮

　
　
圃
い
■
囲
ひ
℃
．
目
轟
ひ
I
H
⑦
C
◎
●
囲
ひ
O
一
【
O
O
◎
．
及
び
三
碧
因
の
帥
央
誕
…
は
膨
ぽ
解
猶
謡
島

　
　
男
。
ぴ
輿
震
。
昌
嚇
。
閣
）
・
島
戸
く
。
ピ
リ
唱
・
恥
N
↑
o
一
い
ω
O
に
一
膜
め
ら
れ
て
る

法
丑
設
完
境
界
線
画
題
に
籍
す
る
考
察
（
下
）

　
　
る
。

　
サ
ラ
ゴ
・
サ
條
約
の
締
結
に
よ
り
モ
ル
。
力
鮮
島
領
有
老
雛
る

イ
ス
パ
ニ
ア
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
爾
藤
里
の
紛
欝
は
一
夫
解
決
を
み
た
ゆ

し
か
し
之
に
よ
っ
て
も
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
條
約
に
よ
る
境
界
線
は
何

等
確
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
サ
ヲ
ゴ
ッ
サ
條
約
は
、
素
甘
的
調
査
に

基
い
て
こ
の
基
本
的
境
界
線
の
決
定
す
る
こ
と
、
そ
の
場
合
本
條

約
は
無
数
と
な
る
こ
と
を
規
定
し
て
み
る
が
、
賢
真
上
か
、
る
調

査
は
行
は
れ
る
こ
と
な
か
っ
た
。
こ
の
黙
よ
り
み
て
も
、
境
界
線

の
設
定
は
全
く
理
論
的
形
式
的
解
決
に
す
ぎ
す
、
實
際
的
に
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
）

等
の
姦
響
舞
な
か
つ
砦
の
と
い
へ
碓
・
　
　
φ

註
　
例
へ
ば
サ
ラ
ゴ
ッ
サ
條
約
に
よ
る
境
界
線
で
は
比
島
は
ボ
レ
ト
ガ
か

　
領
域
内
に
在
る
に
竜
拘
ら
ず
、
ず
期
ト
ガ
ル
は
宴
鍛
上
そ
の
要
求
蜘
を

　
確
保
し
て
み
ず
、
反
封
に
イ
ス
パ
ニ
ア
綱
か
之
を
領
有
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
ま

　
境
界
線
設
定
に
よ
っ
て
惹
起
せ
ら
れ
た
問
題
に
は
爾
例
へ
ば
、

「
海
洋
の
廿
里
」
を
中
心
と
す
る
國
際
法
上
の
問
題
、
或
は
地
圏
作

・
成
上
の
地
理
學
的
問
題
等
が
淺
さ
れ
て
る
る
。
が
こ
れ
ら
の
諸
問

題
に
つ
い
て
は
小
論
で
論
及
す
ゐ
絵
裕
が
許
る
さ
れ
て
み
な
い
の

で
割
愛
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
十
九
巻
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一
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法
王
設
定
癖
撹
繊
御
三
騨
問
題
に
闘
す
る
考
察
（
ド
m
）

結

　
叙
上
の
極
め
て
燕
難
な
考
察
よ
り
し
て
、
小
論
の
冒
頭
に
掲
げ

た
諸
黒
門
題
旧
」
網
面
し
次
の
ヲ
如
く
齢
合
へ
得
よ
・
）
。

　
（
｝
）
海
外
闇
　
題
を
隷
樋
る
イ
ス
パ
ニ
ア
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
闇
の
紛
争

は
、
コ
獄
ン
ブ
ス
の
毒
見
を
契
機
と
し
て
始
め
て
惹
起
さ
れ
た
も

の
で
嫉
な
く
、
そ
れ
は
本
國
に
於
け
る
王
位
糠
承
を
中
心
と
す
る

抗
譲
と
聯
漏
し
つ
、
、
可
潜
り
古
く
か
ら
存
帰
し
、
特
に
十
五
世

紀
初
よ
り
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
蕊
慣
瓢
…
的
な
海
外
目
進
出
に
よ
っ
て
一
”
贋

増
大
し
些
、
コ
・
ン
ブ
ス
の
獲
見
回
の
紛
畳
む
賢
に
こ
の
約
一
世

紀
に
わ
た
る
爾
國
聞
の
海
外
抗
争
輿
の
一
環
を
な
す
も
の
に
他
取

ら
な
い
。
而
し
て
こ
の
紛
争
は
そ
の
後
十
六
世
紀
の
後
牛
、
一
五

八
○
年
に
イ
ス
パ
ニ
ア
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
併
合
す
る
に
至
る
迄
聴

講
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
二
）
法
王
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
回
忌
、
こ
の
爾
雲
間
の
紛
欝
の

鳥
毛
的
調
停
者
と
し
て
、
諸
教
書
を
獲
撫
し
、
所
謂
境
界
線
を
設

定
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
イ
ス
パ
ニ
ア
側
の
主
張
を
有
利

に
導
か
ん
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
境
界
線
設
定
の
機
案

第
二
十
九
巷
　
第
一
號
　
　
　
】
○
○

も
法
王
か
ら
で
は
な
く
、
イ
ス
パ
ニ
ア
側
、
特
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
の

主
張
よ
り
生
れ
た
も
の
と
恩
は
れ
る
。

　
（
三
）
從
っ
て
こ
の
法
王
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
…
教
書
に
よ
る

境
界
線
の
設
定
は
、
し
か
し
何
等
爾
下
闇
の
紛
争
を
解
決
し
た
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
之
に
よ
っ
て
激
化
さ
れ
た
。
ト
ル
デ
シ
ラ

ス
條
約
に
よ
る
境
界
線
の
修
正
に
よ
っ
て
、
紛
爾
は
一
慮
硬
協
を

み
た
か
、
汐
然
し
問
題
の
根
本
的
解
決
で
は
な
い
。
専
實
こ
の
境
界

線
は
費
地
に
測
量
確
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
境

界
線
の
設
定
．
は
一
種
の
政
治
的
外
交
的
解
決
に
伴
ふ
一
の
便
宜
的

塵
謎
に
す
ぎ
な
い
。

　
（
四
）
境
界
線
設
定
は
、
翠
に
誌
面
洋
（
ヨ
ー
獄
ッ
パ
）
の
問
題
に

の
み
間
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
眞
に
取
上
け
ら
れ
る
に
至

る
の
は
、
太
李
洋
（
ア
ジ
ア
）
の
間
題
に
關
し
て
で
あ
る
。
ユ
、
ル
ッ

，
晋
力
群
島
の
領
有
を
続
る
爾
國
間
の
紛
欝
が
こ
の
境
界
線
の
確
定
を

必
要
な
ら
し
め
た
。
・
ヨ
i
買
ッ
パ
外
世
界
の
問
題
が
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

に
重
火
な
關
係
を
も
つ
こ
と
を
示
す
、
　
一
つ
の
例
で
あ
る
。

　
（
五
）
然
し
私
が
小
論
を
趙
草
し
牝
眞
の
企
圓
は
、
境
界
線
問
題

に
つ
い
て
の
羅
な
る
慕
實
的
研
究
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
近

（　IOO　）



轍
皮
の
・
｝
エ
噺
駕
傭
い
慮
凹
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
　
パ
の
ヨ
i
誤
ッ
　
パ
外
世
界
へ

の
膨
張
に
よ
っ
て
、
ヨ
i
質
ッ
パ
外
世
界
の
問
題
が
、
逆
に
ヨ
ー

質
ッ
。
ハ
に
轟
黒
補
劉
な
影
郷
暫
ゆ
ゼ
胤
ハ
へ
・
⇔
㍗
〕
と
、
　
　
ヨ
ー
罧
ッ
パ
。
か
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
外
世
界
に
依
存
す
る
傾
向
の
護
生
す
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の

事
例
と
し
て
こ
の
問
題
を
取
上
ぴ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
勿
論
十
九

世
紀
末
に
至
る
ま
で
の
ヨ
ー
翼
ッ
パ
外
世
界
の
問
題
が
ヨ
…
皿
ッ

パ
に
と
っ
て
璽
要
で
あ
る
の
は
、
・
あ
く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
的
世
界

秩
序
内
の
闇
題
と
し
て
で
あ
ら
う
。
ヨ
ー
μ
ヅ
パ
外
世
界
が
ヨ
ー

質
ッ
パ
に
封
し
て
も
つ
そ
の
歴
、
更
的
地
理
的
意
殊
．
は
時
代
と
共
に

塗
化
す
る
．
我
々
．
は
そ
の
最
初
の
最
も
纈
署
な
一
例
と
し
て
こ
の

境
界
線
設
定
を
縫
る
諸
…
問
題
を
あ
け
う
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

小
論
は
か
、
る
看
勲
よ
り
す
る
再
橡
討
の
第
一
頁
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
昭
湘
十
八
年
十
二
月
）

（　101　）

法
黒
設
定
境
界
線
間
麗
K
撫
す
る
考
察
（
下
）

第
二
十
九
巷
　
第
一
號
　
　
　
一
〇
一


